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日
米
地
位
協
定
第
九
条
の
運
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に

お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
（
「
日
米
地
位
協
定
」
と
い
う
。
）
の
第
九
条
�
で
は
「
こ
の
条
の
規
定
に
従
う

こ
と
を
条
件
と
し
て
、
合
衆
国
は
、
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍
属
並
び
に
そ
れ
ら
の
家
族
で
あ
る
者
を
日
本
国
に
入
れ
る

こ
と
が
で
き
る
」
と
さ
れ
、
同
条
�
で
は
「
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
は
、
旅
券
及
び
査
証
に
関
す
る
日
本
国
の
法
令
の
適
用
か

ら
除
外
さ
れ
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
規
定
の
運
用
に
関
し
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

日
本
政
府
は
、
日
米
地
位
協
定
第
九
条
に
基
づ
き
、
在
日
米
軍
基
地
を
経
由
し
て
入
国
し
て
く
る
、
「
旅
券
及
び
査
証
に

関
す
る
日
本
国
の
法
令
の
適
用
か
ら
除
外
さ
れ
る
」
「
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
」
の
実
数
を
把
握
し
て
い
る
の
か
。
把
握
し

て
い
る
と
す
れ
ば
、
過
去
三
年
間
の
そ
れ
ぞ
れ
の
年
度
の
概
数
を
示
さ
れ
た
い
。

二

日
本
政
府
は
、
日
米
地
位
協
定
第
九
条
に
基
づ
き
、
在
日
米
軍
基
地
を
経
由
し
て
入
国
し
て
く
る
、
「
合
衆
国
軍
隊
の
構

成
員
及
び
軍
属
」
の
「
そ
れ
ら
の
家
族
で
あ
る
者
」
の
実
数
を
把
握
し
て
い
る
の
か
。
把
握
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
過
去
三

年
間
の
そ
れ
ぞ
れ
の
年
度
の
概
数
を
示
さ
れ
た
い
。
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三

日
米
地
位
協
定
第
九
条
�
で
は
、
「
軍
属
、
そ
の
家
族
及
び
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
の
家
族
は
、
合
衆
国
の
当
局
が
発
給

し
た
適
当
な
文
書
を
携
帯
し
、
日
本
国
へ
の
入
国
若
し
く
は
日
本
国
か
ら
の
出
国
に
当
た
つ
て
又
は
日
本
国
に
あ
る
間
の
そ

の
身
分
を
日
本
国
の
当
局
が
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
も
の
の
、
実
際

の
在
日
米
軍
を
経
由
し
て
の
日
本
へ
の
入
国
に
あ
た
り
、
「
日
本
国
の
当
局
」
が
当
該
文
書
を
確
認
す
る
作
業
は
行
わ
れ
て

い
る
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

四

三
に
関
し
て
、
「
日
本
国
の
当
局
」
が
当
該
文
書
を
確
認
す
る
作
業
は
行
わ
れ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
合
衆
国
軍
隊
の
公

務
で
入
国
す
る
「
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍
属
」
以
外
の
者
も
、
「
そ
れ
ら
の
家
族
で
あ
る
」
の
で
あ
れ
ば
、
何
ら
入

国
に
あ
た
り
当
該
文
書
の
確
認
、
審
査
も
行
わ
れ
な
い
ま
ま
、
日
本
政
府
の
当
局
の
、
何
ら
手
続
き
も
経
ず
に
日
本
国
に
入

国
で
き
る
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

五

日
本
政
府
が
日
米
地
位
協
定
第
九
条
に
基
づ
き
、
在
日
米
軍
基
地
を
経
由
し
て
入
国
し
て
く
る
、
「
旅
券
及
び
査
証
に
関

す
る
日
本
国
の
法
令
の
適
用
か
ら
除
外
さ
れ
る
」
「
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
」
の
実
数
、
「
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍

属
」
以
外
の
者
で
「
そ
れ
ら
の
家
族
で
あ
る
」
者
の
実
数
を
把
握
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
合
衆
国
軍
隊
の
公
務
で
入
国
す

る
「
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍
属
」
に
つ
い
て
は
、
軍
事
上
の
情
報
に
相
当
し
、
日
本
政
府
が
把
握
す
る
こ
と
は
難
し

二



い
と
し
て
も
、
そ
れ
以
外
の
者
の
「
そ
れ
ら
の
家
族
で
あ
る
」
者
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


